
§3 光化学スモッグ公害

資料：環境保健課

　光化学スモッグ公害による健康被害の防止を図るため、注意報等発令時の連絡体制を整備するとともに、健康被

害者の発生時には被害状況の把握と健康被害者の救済を行う。注意報は、6～8月に4回発令されたが、警報及び

重大緊急警報の発令はなかった。

　また、健康被害の届出はなかった。


